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野　村　医　院　だ　よ　り

〈野村医院の３つの願い〉
☆医療と福祉を充実させましょう
☆公害をなくしましょう
☆核兵器をなくし平和を守りまし
　ょう

♥
野
村
医
院
だ

よ
り
は
今
号
を

も
っ
て
三
〇
〇

号
に
な
り
ま

す
。
創
刊
は
一

九
八
八
（
昭
和

六
三
）
年
十
月

で
す
。
当
時
は

野
村
和
夫
先
生
が
大
活
躍
の

時
代
で
す
。
先
生
は
、
患
者

の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
多
く
の

方
々
と
情
報
を
共
有
し
交
流

し
た
い
と
し
て
、
毎
月
一
回

発
行
し
ま
す
と
宣
言
し
て
お

ら
れ
ま
す
♥
ま
ず
、
二
十
五

年
間
も
継
続
で
き
た
こ
と
に

誇
り
に
感
じ
ま
す
し
、
そ
し

て
こ
れ
か
ら
も
野
村
先
生
の

遺
志
を
継
承
し
て
飛
躍
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
為
に
は
、読
ま
れ
た
ら
、色

々
と
意
見
や
注
文
を
出
し
て

い
た
だ
き
た
い
で
す
。
改
め

て
、
患
者
・
利
用
者
の
方
々

と
共
に
歩
く
こ
と
の
大
切
さ

を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
て
い
ま

す
♥
さ
て
、
創
刊
号
の
一
面

は
「
消
費
税
、
私
た
ち
も
反

対
で
す
」。〈
赤
ち
ゃ
ん
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
大
増
税
〉
と

も
副
題
が
つ
い
て
い
ま
す
。

実
は
、
我
が
国
に
お
い
て
消

費
税
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、

一
九
八
九
（
平
成
一
）
年
四

月
で
す
。
当
初
は
三
％
で
し

た
。
野
村
医
院
だ
よ
り
発
行

の
背
景
に
は
、
こ
う
い
う
世

の
中
の
動
き
に
き
ち
ん
と
意

見
表
明
し
た
い
と
い
う
決
意

が
あ
っ
た
と
推
測
し
ま
す
。

今
、
来
年
の
四
月
か
ら
消
費

税
は
八
％
に
ア
ッ
プ
さ
れ
る

状
況
で
す
。
創
刊
号
に
掲
載

の
通
り
、「
安
心
し
て
生
活
で

き
る
平
和
な
世
の
中
の
実
現

の
た
め
、
と
も
に
が
ん
ば
り

ま
し
ょ
う
」。 

（
Ｓ
・
Ｙ
）

地域と共に25年発行 みさき漁

210号（2006年４月１日号）カラー開始

創刊号（1988年10月１日号）

200号（2005年６月１日号）

　

公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
財
源
は
、
自
動
車
重

量
税
が
二
〇
％
、
企
業
（
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設

置
者
）
へ
の
賦
課
金
八
〇
％
で
賄
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

税
金
の
使
い
方
を
決
め
る
与
党
（
自
民
党
、
公

明
党
）
の
税
制
調
査
会
が
二
〇
一
三
年
度
（
平
成

二
十
五
年
度
）、
税
制
改
正
大
綱
を
決
め
ま
し

た
。
自
動
車
に

か
か
る
税
金
の

う
ち
、
自
動
車

取
得
税
は
廃
止

（
二
〇
一
五

年
）、
自
動
車

　みなさんと共に歩んで
25年。野村医院だよりは
300号を迎えることがで
きました。これからもご
愛読いただきますようよ
ろしくお願い致します。

の
会
の
活
動
が

弱
く
な
れ
ば
そ

こ
を
狙
い
撃
ち

さ
れ
る
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
今
年
の

重
量
税
は
「
存
続
」
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
自
動
車
工
業
会
は
「
自
動
車
重
量
税
の
廃
止
先

送
り
は
残
念
、
二
〇
一
四
年
度
で
の
抜
本
改
革
を

要
求
す
る
」
と
表
明
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
税
制
改
革
の
動
向
に
よ
っ
て
は
、
自
動

車
重
量
税
の
廃
止
が
打
ち
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

り
、
そ
う
な
れ
ば
当
然
企
業
へ
の
賦
課
金
の
廃
止

の
話
も
持
ち
上
が
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
、
公

害
健
康
被
害
補
償
法
の
補
償
費
や
療
養
手
当
が
支

払
わ
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
公
害
患
者
さ

ん
の
生
活
そ
の
も
の
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

一
方
で
公
害
患
者
さ
ん
は
高
齢
化
が
進
み
、
疾

病
等
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
る
方
も
増
え
て
き

て
お
り
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
公
害
患
者

六
月
十
三
日
に
尼
崎
公
害
訴
訟
協
議
が
終
結
し
ま

し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で

す
。
今
こ
そ
尼
崎
公
害
患
者
・
家
族
の
会
に
未
加

入
の
方
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
加
入
し
て
頂
き

共
に
活
動
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
　
　

 

知
っ
て
く
だ
さ
い
公
害
認
定
患
者
の
こ
と

全
国
公
害
患
者
の
会
連
合
会　

一
部
抜
粋

今
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
の

財
源
問
題
の
動
向
に
つ
い
て

理
事
長　

檜
垣　

一
行

創刊から創刊から

　　25年　　25年


